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改正の経緯

1. 公共交通事業者など施設管理者におけるソフト対策の取り組み強化
2. 国⺠に向けた広報啓発の取り組み推進
3. バリアフリー基準適合義務の対象拡⼤（旅客特定⾞両停留施設）
4. 省令による追加

令和2年 ⾼齢者・障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）の改正

（⾃転⾞歩⾏者専⽤道路、歩⾏者専⽤道路）

2

道路／路外駐⾞場
（旅客特定⾞両停留施設を追加）

都市公園

建築物
（公⽴⼩学校
を追加）

旅客施設及び⾞両等



静岡県が管理する県道の構造の技術的基準等を定める条例
（第5条）

県条例

静岡県移動等円滑化のために必要な県道の構造に関する
基準を定める規則

県規則

改正の経緯

⾼齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第
10条第1項に規定する移動円滑化のために必要な県道の構
造に関する基準は、規則で定める。

省令どおりに県規則を改正
県の対応
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1 旅客特定⾞両停留施設

県規則の主な改正点

２ ⾃転⾞歩⾏者専⽤道路・歩⾏者専⽤道路
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停留
場所

誘導
⾞路

操⾞場所

操⾞場所

改正内容
バス・タクシー・トラック等の事業者専⽤の停留施設のうち、旅客を対象とする特定⾞両
停留施設（旅客特定⾞両停留施設）をバリアフリー基準適合対象に追加

【対象施設】

通路
出⼊⼝
エレベーター
傾斜路
エスカレーター
階段
乗降場
運⾏情報提供設備
トイレ
乗⾞券等販売所
待合所及び案内所
券売機

旅客通路

待合所

乗降場

旅客通路

乗⾞券
販売所

案内所

運⾏情報
提供設備

トイレ

【出典︓国⼟交通省HP】

旅客⽤場所

1県規則の主な改正点

5



【出典︓国⼟交通省HP】

旅客特定⾞両停留施設の例（バスタ新宿）

1県規則の主な改正点
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（参考）県内バスターミナル

沼津駅南⼝バスターミナル

静岡駅北⼝バスターミナル

浜松駅北⼝バスターミナル
JR沼津駅 JR浜松駅

JR静岡駅

1県規則の主な改正点
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県内計画箇所

吉⽥IC 計画箇所

計画箇所

料⾦所

1県規則の主な改正点
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旅客特定⾞両施設の構造基準の⼀例
県規則の主な改正点１

旅客特定⾞両停留施設の旅客⽤場所（乗降場、通路等）のバリアフリー基準

【出典︓国⼟交通省HP】

※既存の旅客ターミナル等のバリアフリー基準（公共交通移動等円滑化基準）を参考
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改正内容

県規則の主な改正点２

2.0ｍ

⾃転⾞歩⾏者専⽤道路、
歩⾏者専⽤道路の基準
を追加

歩⾏者専⽤道路

【出典︓国⼟交通省HP】 10

⾃転⾞歩⾏者専⽤道路

4.0ｍ

歩⾏者専⽤道路



道路名 延⻑
静岡御前崎⾃転⾞道 24㎞
浜松御前崎⾃転⾞道 38㎞

計 62㎞

県管理の⾃転⾞歩⾏者専⽤道路

静岡御前崎⾃転⾞道浜松御前崎⾃転⾞道

県規則の主な改正点２
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令和４年 令和５年
10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉

県規則
改 正

11/18

道
路
技
術
審
議
会

本⽇の審議結果に基づきパブリックコメントなどを実施し、
令和４年度内の県規則の改正に向けて⼿続きを進めていく。

★
県規則の改正
（公布・施行）

審議会
意見対応

パブリック
コメント

内部手続
（県公報など）

今後のスケジュール（想定）

パブリック
コメント
意見対応
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